
鶴岡市健康福祉部長寿介護課 

鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金の申請について 

 

１．対象事業所  

   本市の市民に対し自宅を訪問し下記のサービスを提供する事業所 

① 訪問介護 ② 訪問入浴介護 ③ 訪問看護 ④ 訪問リハビリテーション 

  ⑤ 介護予防訪問入浴介護 ⑥ 介護予防訪問看護 ⑦ 介護予防訪問リハビリテーション 

  ⑧ 訪問介護相当サービス ⑨ 訪問型サービスＡ ⑩ 訪問型サービスＣ 

 

２．補助金の額 

   下記に示す燃料費と人件費の合算額を補助単価とします。 

【燃料費】事業所から訪問先までの距離が往復 30km以上となるものを対象とし、10㎞毎に

290円となります。 

  【人件費】１回の訪問につき 1,100円となります。 

        ただし、訪問入浴の人件費については、1回の訪問に職員 3人を必要とするこ

とから、3人分の 3,300円とします。 

別表 【訪問１回あたりの補助単価】 

区分 
事業所からの 
往復距離（1㎞ 
未満切り捨て） 

補助単価（円） 

訪問入浴に関
するサービス 

左記以外の 
サービス 

A ３０～３９㎞ ３，５９０ １，３９０ 
B ４０～４９㎞ ３，８８０ １，６８０ 
C ５０～５９㎞ ４，１７０ １，９７０ 
D ６０～６９㎞ ４，４６０ ２，２６０ 
E ７０～７９㎞ ４，７５０ ２，５５０ 
F ８０～８９㎞ ５，０４０ ２，８４０ 
G ９０～９９㎞ ５，３３０ ３，１３０ 
H １００～１０９㎞ ５，６２０ ３，４２０ 

 

３．申請手続き 

 ・ 補助金の申請は、「鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金交付申請書兼請求書

（様式第１号）」を郵送で長寿介護課まで提出してください。 

 ・申請は月単位で、各月または、2 カ月、半年毎等、事業所の都合に合わせご提出ください。 

 ・提供先までの距離は、Googleマップによって計測し、その写しを PDFにしたものを添付し

て下さい。（原則、初回のみ提出。次の利用時までに半年以上間が空く場合、再提出。） 

 ・国保連へ提出した請求書（訪問型サービスＣは利用報告書）の写しも添付願います。 

 

４．補助金の返還 

  請求書に誤りや偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明した場合は、

当該補助金の全部又は一部を返還いただくことになります。 

 

５．帳簿等の保管 

  関係処理及び帳簿は事業が完了した年度の翌年度から起算して５年間保管してください。 

 

６．ご不明な点がございましたら、長寿介護課 上林（直通 35-1289 内線 190）にお問合せ下

さい。 


